
「 重 要 」

令 和 ２ 年 度 授 業 料 等 の 納 付 に 関 す る

特 別 支 援 金 給 付 事 業 の 要 項

「 授 業 料 等 の 納 付 に 関 す る 特 別 支 援 金 給 付 事 業 」

日 本 学 生 支 援 機 構 で 実 施 さ れ る 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

対 策 助 成 事 業 」 に よ る 弘 前 厚 生 学 院 へ の 助 成 金 ４ ０ 万 円 を 財 源

に 、 長 引 く 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 拡 大 の 状 況 下 で 家 庭 収 入

が 減 少 し た こ と に よ っ て 、 当 該 年 度 の 授 業 料 等 の 納 付 に 支 障 を

き た し て い る 学 生 を 救 済 し 学 業 に 精 励 し て も ら う こ と を 目 的 と

し た 、「 授 業 料 等 の 納 付 に 関 す る 特 別 支 援 金 給 付 事 業 （ 以 下

「 特 別 支 援 金 給 付 」 と 称 す 。）」 を 実 施 し ま す 。

１ ． 特 別 支 援 金 の 対 象 者

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に よ り 家 庭 経 済 が 困 窮

し 、 や む を 得 ず 授 業 料 等 の 分 納 や 分 納 の 変 更 等 を 余 儀 な く さ

れ た 学 生

※ １ 日 本 学 生 支 援 機 構 奨 学 金 や 他 の 修 学 資 金 等 を 利 用 し て

い る 学 生 も 対 象 に 含 み ま す 。

※ ２ 学 業 不 振 の 学 生 は 対 象 外 と な り ま す 。

２ ． 特 別 支 援 金 給 付 の 事 業 費 ４ ０ 万 円 （ 予 定 ）

３ ． 特 別 支 援 金 給 付 の 概 要

① 種 別 給 付 型 支 援 金

※ 虚 偽 の 申 請 、 受 給 後 の 学 則 違 反 、 授 業 料 等 の 納 付 を 怠 っ

た 場 合 以 外 の 返 還 は あ り ま せ ん 。

② 第 １ 回 募 集 期 間 自 令 和 ２ 年 1 0月 2 9日 （ 金 ）

至 令 和 ２ 年 1 1月 1 3日 （ 金 ）

※ 申 請 状 況 に 応 じ て 、 第 ２ 回 募 集 を す る こ と も あ り ま す 。



③ 募 集 人 数 ５ 名 程 度

※ 申 請 者 が 多 数 の 場 合 は 、 給 付 人 数 を 審 査 委 員 会 で 審 議 し

最 終 的 に 決 定 し ま す 。

④ 審 査 委 員 会

弘 前 厚 生 学 院 長 を 委 員 長 と し 、 こ ど も 学 科 長 、 介 護 福 祉 科

長 、 申 請 し た 学 生 の 各 担 任 教 員 が 審 査 委 員 と な り 会 議 を 開 催

し ま す 。

会 議 お い て 、 申 請 に 関 す る 資 料 や 日 頃 の 学 習 状 況 等 も 踏 ま

え 審 議 の う え 採 否 を 決 定 し ま す 。

⑤ 申 請 条 件

ア ． 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 拡 大 の 状 況 下 で 家 庭 収 入 の

減 少 に よ っ て 、 当 該 年 度 の 授 業 料 等 の 納 付 に 支 障 を き た

し 、 や む を 得 ず 授 業 料 等 を 分 納 す る こ と に な っ た 学 生

イ ． 本 事 業 の 要 項 や 情 報 公 表 等 に 合 意 で き る 学 生

ウ ． 特 別 支 援 金 の 受 給 後 、 学 則 違 反 、 授 業 等 の 納 付 を 怠 っ

た 場 合 に 受 給 金 全 額 の 返 還 に 応 じ ら れ る 学 生

⑥ 申 請 に 関 す る 事 項

ア ． 申 請 す る 学 生 は 、 本 募 集 要 項 を 理 解 し た う え で 担 任 教 員

に 申 し 出 て 別 紙 「 令 和 ２ 年 度 授 業 料 等 の 納 付 に 関 す る 特 別

支 援 金 申 請 書 」 を 取 得 し 、 学 生 と 保 護 者 等 の 連 名 で 記 載 し

担 任 教 員 に 提 出 し て く だ さ い 。

イ ． 担 任 教 員 は 、 申 請 書 を 学 年 で 取 り ま と め 事 務 担 当 者 に 提

出 し ま す 。

ウ ． 事 務 担 当 者 は 、 審 査 委 員 会 に 必 要 な 資 料 等 を 作 成 し 提 出

し ま す 。

⑦ 給 付 の 方 法

日 本 学 生 支 援 機 構 か ら 弘 前 厚 生 学 院 に 助 成 さ れ た 後 １ ケ 月

以 内 を 目 途 に 、 採 用 さ れ た 学 生 の 申 請 書 類 に 記 載 さ れ て い る

指 定 銀 行 口 座 に 弘 前 厚 生 学 院 か ら 特 別 支 援 金 を 振 り 込 み ま す 。

受 給 し た 学 生 は 、 銀 行 等 の 営 業 し て い る 日 ３ 日 以 内 に 弘 前

厚 生 学 院 の 授 業 料 等 の 納 付 を 指 定 す る 銀 行 口 座 に 、 授 業 料

等 の 納 付 金 と し て 受 給 し た 全 額 を 送 金 し て く だ さ い 。

⑧ 給 付 金 額

採 用 さ れ た 学 生 １ 人 に つ き 最 大 ８ 万 円 以 内

※ 申 請 者 が 多 数 の 場 合 は 、 審 査 委 員 会 で 審 議 し 給 付 金 額 を 事

業 予 算 内 で 調 整 し 最 終 的 に 決 定 し ま す 。



⑨ 他 の 奨 学 金 等 と の 併 用

各 種 奨 学 金 や 修 学 資 金 等 と の 併 用 は 可 能 で す 。

（ 注 ） 今 回 の 特 別 支 援 金 の 受 給 に よ っ て 、 他 の 奨 学 金 等

が 減 額 さ れ た り 、 失 効 と な ら な い よ う に 申 請 者 は

事 前 に 関 係 機 関 に 直 接 確 認 し て く だ さ い 。

⑩ 審 査 結 果 の 通 知

審 査 委 員 会 の 決 定 後 ５ 日 以 内 に 、 申 請 の 採 否 を 学 生 に

通 知 し ま す 。

４ ． 事 業 成 果 の 公 表

① 日 本 学 生 支 援 機 構 の 事 業 成 果 の 公 表 に 関 す る 指 示 等 に 従

い 、 適 宜 必 要 な 情 報 公 開 を 行 う 予 定 で す 。

② 事 業 の 成 果 に つ い て は 、 当 法 人 の 理 事 会 、 評 議 員 会 に 事

業 報 告 を 行 い ま す 。

③ 弘 前 厚 生 学 院 ホ ー ム ペ ー ジ に 、 受 給 学 生 の 個 人 情 報 等 は

伏 せ て 事 業 の 成 果 報 告 等 を 掲 載 し ま す 。

５ ． 公 募 の 方 法

ア ． 弘 前 厚 生 学 院 内 掲 示 板 に 掲 示

イ ． 弘 前 厚 生 学 院 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載

（ 特 記 事 項 ）

本 書 の 記 載 事 項 に つ い て は 、 経 過 に 応 じ て 改 変 す る こ と も あ り ま す 。


